
野田市都市公園設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

令和５年３月２４日

野田市長 鈴 木 有



野田市条例第７号

野田市都市公園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

野田市都市公園設置及び管理に関する条例（昭和５１年野田市条例第２３号)

の一部を次のように改正する。

別表第５の１の(4)のアの区分の項アマチュアの体育、スポーツ及びレクリエ

ーションに利用の場合の目中「及びレクリエーション」を「、レクリエーショ

ン等」に改め、同表の１の(4)のアの剣道場の項の次に次のように加える。

別表第５の１の(4)のアのトレーニングルームの項を削る。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

多目

的ル

ーム

一般

及び

学生

４１０円 ６１５円 １,７００円 ２，５５０円

中学

生以

下

１９０円 ２８５円 ８４０円 １，２６０円


